
公印の事前押印等及び電子公印に関する基準  

 （趣旨）  

第１条  この基準は、船橋市教育委員会公印規程（平成３年船橋市教育委

員会告示第１号。以下「規程」という。）第９条に規定する公印の事前押

印及び規程第１０条に規定する公印の印影印刷（以下「公印の事前押印

等」という。）並びに規程第１１条に規定する電子公印（以下「電子公印」

という。）の使用に関し、必要な事項を定めるものとする。  

 （公印の事前押印等ができる要件）  

第２条  規程第９条第１項及び第１０条第１項の規定により公印の事前押

印等ができるものとは、次のいずれかに掲げる要件を備え、かつ、文書

の性質、様式等からみて事故の生ずるおそれがないと認められる文書と

する。  

⑴   一時に必要な部数が公印の事前押印についてはおおむね５０部以

上、公印の印影印刷についてはおおむね１００部以上であること。  

⑵   交付の日時、場所若しくは発行先が不確定で即時交付を要すること。

又は事務効率上その場で処理することが要請されること。  

⑶   前２号に掲げるもののほか、事務執行上必要があると認められるこ

と。  

 （公印の事前押印の記録）  

第３条  総括文書管理者は、規程第９条第１項の規定により公印の事前押

印の承認をしたときは、公印事前押印文書受付番号簿（第１号様式）に

記録しなければならない。ただし、現金領収帳等により公印の事前押印

をした文書の使用状況が明らかにできるときは、この限りでない。  

（公印の印影の貸与）  

第４条  総括文書管理者は、規程第１０条第１項の規定により公印の印影

印刷の承認をしたときは、公印の印影印刷の承認をした文書の保管責任

者（船橋市教育委員会文書管理規則（平成１４年船橋市教育委員会規則

第１１号）第４条第１項に規定する文書管理者をいう。以下同じ。）に公

印の印影を貸与するものとする。この場合において、総括文書管理者は、

公印印影貸与等処理簿（第２号様式）により、その使用状況を明らかに



しておかなければならない。  

 （公印の印影印刷の際の留意事項）  

第５条  保管責任者は、公印の印影印刷をするときは、次に掲げる事項を

守らなければならない。  

⑴   公印の印影印刷は、原寸大とし、拡大し、又は縮小して印刷しな

いこと。  

⑵   汚損、破損、刷り損じ等により公印の印影印刷をした文書を処分

するときは、焼却、裁断等印影が残らない方法で行うこと。  

２  保管責任者は、公印の印影印刷を業者に発注するときは、前項各号に

掲げる事項及び次に掲げる事項を業者に守らせなければならない。  

⑴   公印の印影印刷をした文書の納品と同時に業者に貸与した公印の

印影を返却すること。  

⑵   公印の印影印刷をする際に、公印の印影を電子データに読み込ん

だ場合は、印刷終了後、速やかに公印の印影の電子データを廃棄し、

保管責任者に書面により廃棄した旨の報告をすること。ただし、市

の印刷室に依頼するときはこの限りでない。  

３  保管責任者は、業者から公印の印影が返却されたときは、速やかにこ

れを総括文書管理者に返却しなければならない。  

４  保管責任者は、公印の印影印刷をした文書の納品を受けたときは、当

該文書の写しを総括文書管理者に１部提出し、その確認を受けるものと

する。  

 （電子公印の印影の貸与及び記録）  

第６条  総括文書管理者は、規程第１１条第１項の規定により電子公印を

使用する旨の承認をしたときは、電子公印の使用の承認をした文書の保

管責任者に、印影を貸与することができる。貸与したときは、総括文書

管理者は、電子公印文書受付番号簿（第３号様式）により、その使用状

況を明らかにしておかなければならない。  

２  前項の場合において、電子公印の印影を貸与しなかったときは、電子

公印文書受付番号簿に記録しなければならない。  

 （電子公印の使用の際の留意事項）  



第７条  保管責任者は、電子公印を使用するときは、次に掲げる事項を守

らなければならない。  

⑴  電子公印の使用は、原寸大とし、拡大し、又は縮小しないこと。  

⑵  汚損、破損、刷り損じ等により電子公印を使用した文書を処分する

ときは、焼却、裁断等印影が残らない方法で行うこと。  

２  保管責任者は、印影の読み込みを業者に発注するときは、前項各号に

掲げる事項及び次に掲げる事項を業者に守らせなければならない。  

⑴  電子公印を使用した文書の打ち出しが可能になったときは業者に貸

与した公印の印影を返却すること。  

⑵  電子公印の不正な使用、破壊等を防止する情報システム上の対策を

講じること。  

３  保管責任者は、業者から返却されたときは、印影を速やかに総括文書

管理者に返却しなければならない。  

４  保管責任者は、電子公印を使用した文書の納品を受けたときは、当該

文書の写しを総括文書管理者に１部提出し、その確認を受けるものとす

る。  

５  保管責任者は、電子公印を使用する帳票の種類を追加する場合には、

総括文書管理者の承認を受け、廃止等の変更が生じるときは、総括文書

管理者へ報告しなければならない。  

６  保管責任者は、電子公印を使用しなくなったときは、速やかにシステ

ム上に記録した公印の印影を消去し、電子公印使用終了報告書（第４号

様式）により、総括文書管理者へ報告しなければならない。  

（公印の事前押印等をした文書又は電子公印を使用した文書の保管等）  

第８条  保管責任者は、公印の事前押印等をした文書又は電子公印を使用

した文書の交付等をするときは、次に掲げる事項を守らなければならな

い。  

⑴  公印の事前押印等をした文書又は電子公印を使用した文書の交付に

当たっては、その都度、公印事前押印等文書・電子公印使用文書処理

簿（第５号様式）に記載すること。  

⑵  公印の事前押印等をした文書及び電子公印を使用した文書を施錠で



きる書庫等に収納し、勤務時間外にあっては、施錠しておくこと。  

⑶  公印の事前押印等をした文書又は電子公印を使用した文書に事故が

あったときは、公印事前押印等文書・電子公印使用文書事故届（第６

号様式）により、総括文書管理者に提出すること。  

⑷  書き損じ、汚損、様式の変更、公印の改刻等により公印の事前押印

等をした文書又は電子公印を使用した文書が使用できなくなったとき

は、当該文書を速やかに焼却、裁断等印影が残らない方法で処分し、

公印事前押印等文書・電子公印使用文書処理簿にその旨を記載の上、

同処理簿を総括文書管理者に提出すること。  

⑸  公印の事前押印等をした文書又は電子公印を使用した文書の交付が

終了したときには、速やかに公印事前押印等文書・電子公印使用文書

処理簿を総括文書管理者に提出すること。  

２  保管責任者は、現金領収帳等により公印の事前押印等をした文書の使

用状況が明らかにできるとき又は帳票に文字情報を出力すると同時に電

子公印を使用するときは、前項第１号、第４号及び第５号に規定する事

項を行わないことができる。  

３  公印の事前押印等を承認した日又は電子公印を使用する旨を承認した

日から１年後（以下「使用期限」という。）又は一時に交付する必要があ

る文書であって当該交付の終了後において公印の事前押印等をした文書

及び電子公印を使用した文書に残余が生じたときは、保管責任者は、第

１項第４号の規定に準じて処理するものとする。  

４  前項の規定にかかわらず、総括文書管理者がやむを得ないと認めると

きは、残余の文書は、使用期限後に繰り越して使用することができる。

この場合において、保管責任者は、使用期限までに総括文書管理者に協

議し、公印事前押印等文書・電子公印使用文書残余状況報告書（第７号

様式）により、文書の残余状況を報告しなければならない。  

５  前項の規定により、使用期限を繰り越して使用した文書について、使

用期限後 1 年を超えてもなお繰り越して使用するときには、前項の規定

に準じて処理するものとする。ただし、使用期限を繰り越して使用でき

る期間は、当初の承認日から５年を限度とする。  



 

   附  則  

 この基準は、平成１９年４月１日から施行する。  

   附  則  

 この基準は、平成２５年４月１日から施行する。  

附  則  

 この基準は、平成２９年９月１日から施行する。  

附  則  

 この基準は、令和２年１１月１日から施行する。  

 

 

 

 



第１号様式 (    年度)

公印の
種類

ひな形
番号

公印の
名称

その他

一般
専用

一般
専用

一般
専用

一般
専用

一般
専用

一般
専用

一般
専用

一般
専用

一般
専用

一般
専用

一般
専用

一般
専用

一般
専用

一般
専用

一般
専用

備　　　　　　　　　　考

公印事前押印文書受付番号簿

受付番号
受付
年月日

部課名 文　書　の　種　類 部数
処理簿
返還日



第２号様式 （    年度）

受付
番号

受付
年月日

部課名
担当者
氏名

電話
番号

公印の
種類

ひな形
番号

公印の
名称

文　書　の　種　類
印影印
刷部数

印影返却
年月日

印影印刷
照合

回付
部数

使用
終了

処理簿
返還日

外注
印刷室

外注
印刷室

外注
印刷室

外注
印刷室

外注
印刷室

外注
印刷室

外注
印刷室

外注
印刷室

外注
印刷室

外注
印刷室

外注
印刷室

外注
印刷室

外注
印刷室

公印印影貸与等処理簿

備考



第３号様式 (    年度)

公印の
種類

ひな形
番号

公印の
名称

文字情報
システムの
種類

印影貸出
見本提出日(及
び印影返却日) 印影照合 その他

一般
専用

あり
なし

ホスト
独自システム

あり
なし

一般
専用

あり
なし

ホスト
独自システム

あり
なし

一般
専用

あり
なし

ホスト
独自システム

あり
なし

一般
専用

あり
なし

ホスト
独自システム

あり
なし

一般
専用

あり
なし

ホスト
独自システム

あり
なし

一般
専用

あり
なし

ホスト
独自システム

あり
なし

一般
専用

あり
なし

ホスト
独自システム

あり
なし

一般
専用

あり
なし

ホスト
独自システム

あり
なし

一般
専用

あり
なし

ホスト
独自システム

あり
なし

一般
専用

あり
なし

ホスト
独自システム

あり
なし

一般
専用

あり
なし

ホスト
独自システム

あり
なし

一般
専用

あり
なし

ホスト
独自システム

あり
なし

一般
専用

あり
なし

ホスト
独自システム

あり
なし

一般
専用

あり
なし

ホスト
独自システム

あり
なし

電子公印文書受付番号簿

受付番号
受付
年月日

部課名 文　書　の　種　類 部数
処理簿
返還日

備　　　　　　　　　　考



第４号様式 

 

電子公印使用終了報告書 

 

第     号  

年  月  日  

           様 

 

所属            

保管責任者    職名            

氏名            

 

 

 電子公印を使用しなくなりましたので、次のとおり届け出ます。 

 

シ ス テ ム 名  

公 印 の 種 類 一般公印・専用公印 

ひ な 形 番 号  

公 印 の 名 称  

文 書 の 名 称  

承 認 日 年   月   日 

電子公印を使用しなくなった理由  

備 考  

 



第５号様式 

 

公印事前押印等文書・電子公印使用文書処理簿 

                                                                                 

 公 印 の 種 類        一般公印・専用公印 

 ひ な 形 番 号          押印確認      終了確認       

 公 印 の 名 称             

 文 書 の 種 類             

 保 管 責 任 者             

 部 数          

 受 付 番 号                事前押印 

        印影印刷 

 

    年度 電子公印       

                                                                                 

 保管責 交付年月日 部数 文 書 の 送 付 先               残部数 備 考 回付確認  

 任者印        

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

 



第６号様式 

公印事前押印等文書・電子公印使用文書事故届 

                                       第     号 

                                 年  月  日 

                          様 

                                    所属                       

                                    保管責任者    職名 

                                            氏名 

 

 公印の事前押印等をした文書・電子公印を使用した文書に事故があったので、

次のとおり届け出ます。 

                                                                                 

    

 公 印 の 種 類                     一 般 公 印 ・ 専 用 公 印                    

    

    

 ひ な 形 番 号                  

    

    

 公 印 の 名 称                  

    

    

 事 故 に あ っ た 文 書 名   

    

           事前押印  

 受 付 番 号          印影印刷  

     年  電子公印          

   

 事 故 の 内 容                  

    

    

 事 故 後 の 処 理                  

    

    

 保 管 責 任 者                  

    

    

 文 書 の 種 類                  

    

    

 備 考                  

    

 



第７号様式 

 

公印事前押印等文書・電子公印使用文書残余状況報告書 

 

第     号  

年  月  日  

           様 

 

所属            

保管責任者    職名            

氏名            

 

 

 公印の事前押印等をした文書・電子公印を使用した文書が、公印の事前押印等

及び電子公印に関する基準第８条第３項に規定する使用期限内に、交付を終了し

ませんでしたので、残余状況を報告します。 

 

公 印 の 種 類 一般公印・専用公印 

ひ な 形 番 号  

公 印 の 名 称  

文 書 の 名 称  

受 付 番 号 

事前押印 

   年 印影印刷       

       電子公印 

承 認 年 月 日 年   月   日 

規 定 終 了 年 月 日 年   月   日 

文 書 の 残 余 数  

今 後 の 交 付 予 定 

１．  年  月  日までに、交付を

終了する予定。 

２・その他 

（                ） 

備 考  

 


